
 
                                   令和５年７月２８日 

 

  お取引業者各位 

                        独立行政法人国立高等専門学校機構 

                                          鈴鹿工業高等専門学校 

                         契約担当役 事務部長 坂井 崇 

 

誓約書の提出について（依頼） 

 

  標記のことにつきまして、大学等研究機関における研究費の不正使用事案が後を絶たないこと

を受け、令和３年２月１日付け文部科学大臣決定として「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン(実施基準)」が改正され、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定

めた誓約書等の提出を求めることとされました。 

  つきましては、独立行政法人国立高等専門学校機構では、従来より会計検査院の指摘等に対す

る改善方策の一環として、皆様方に「誓約書」の提出をお願いしてきているところですが、ガイ

ドラインの趣旨を踏まえて、令和６年４月１日以降に当機構と取引予定がある業者の皆様方に対

しまして、別紙「誓約書」の提出をお願いすることとなりましたので、ご理解、ご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。 

  なお、今後、当機構は、当該誓約書の提出があった業者様を対象として取引を行う方針である

ことを申し添え致します。 

                     記 

 【ご提出方法】 

   提出にあたっては、以下問い合わせ先へ、郵送、電子メール又は直接持参によりお願い致し

ます。 

 

 

※誓約書の作成及び提出にあたっては、「「誓約書」作成上の注意点」をご確認ください。 

 

 

 

 

 

   

 

【有効期間：平成２７・２８・２９年度】 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

鈴鹿工業高等専門学校 

総務課財務・調達係 （物品関係） 

総務課施設係    （工事関係） 

住  所：〒510-0294 三重県鈴鹿市白子町 

電話番号：059-368-1723（財務・調達係） 

    ：059-368-1725（施設係） 

E-mail ：keiyaku@jim.suzuka-ct.ac.jp 

    ：shisetsu@jim.suzuka-ct.ac.jp 



国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い 
 

１ 高専機構では，当該年度又は契約期間に購入・納品されることを徹底いたします。 

特に年度末には納期を厳守してください。 

災害や事故等によりやむを得ず納品が不可能となった場合には必ず申し出てください。 

納品日付の改ざん，品目・数量・金額の改ざんを要求された場合には別記の通報窓口へご連絡くだ

さい。通報により不利益な取り扱いをすることは絶対ありません。 

２ 購入等にあたっては，契約権限のある職員（事務部長及びその職務を委任されている職員）以外

が契約及び発注を行うことはできません。（教員発注は認めておりません） 

３ 納品にあたっては，必ず納品検収担当職員が行うこととしております。 

架空納品を防ぐために発注者と納品検収者が同一の者とならないような体制をとっております。 

 契約，納品検収担当部署で確認が行われていないものを，直接使用教職員（実際の請求者）へ納品

することは行わないでください。 

 また，契約，納品検収担当部署以外から，直接納品や引き取り等を依頼された場合には別記の通報

窓口へご連絡ください。 

４ 納品書及び請求書には必ず業者の方が発行日付，納品日付を記入してください。日付を空白にす

ることは絶対に行わないでください。日付を空白にするよう依頼された場合には別記の通報窓口へ

ご連絡ください。 

５ 監査体制の強化により，「少額多数の取引」，「取引金額上位の取引」についてはモニタリング

調査を行う場合があります。また，元帳・出庫伝票・売掛帳（全て写し可）の提出を求める場合が

ありますのでご協力ください。 

６ 取引上（入札参加資格改ざん含む）の不正が発覚した場合は処分が行われます。この場合，該当

高専のみならず，政府機関をはじめとして，公的機関全てに通知が為されますので，そのことに御

留意願います。 

７ 高専機構は独立行政法人です。内部監査をはじめとして，他高専職員による監査，監査法人によ

る監査，文部科学省による監査，会計検査院による検査，国税局（税務署）による監査等の様々な

監査が行われます。各種監査時には書類提出等をご依頼することもありますので，ご協力願います。 

８ 高専機構では，当機構との契約に係る情報を当機構のホームページ等にて公表しております。契

約に締結の際には，当方への所要の情報提供にご協力頂けますようお願い致します。 

 

通報窓口  

【機構本部窓口】 

高専機構本部 総務課 総務係 ０４２－６６２－３１２０ 

 

 

 

  

 

 

【各高専相談窓口】  

https://www.kosen-k.go.jp/consultation/ をご参照ください。 



【有効期間：令和５・６・７・８年度】 

 

 

誓     約     書 

 
 
 

 当社（当法人）（以下「当社」という。）は、貴高専（本部）との取引にあたり、以下のとおり
誓約します。 
 
 
 １.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」､「独立行政法人国立高等専門学校機構契約

事務取扱規則」､及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の
取扱要領」を遵守するとともに、貴高専（本部）より交付（ホームページ経由を含む）された
「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正（不適切な行為を含
む）には関与しません。 

 
 ２．当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じら

れても異議はありません。 
 
 ３．貴高専（本部）関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報し

ます。 
 
 ４．貴高専（本部）における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場

合は、速やかに協力します。 
 
 
 
 
 

 令和     年     月      日 
 
 
 
 独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿 
 
     
 
 

  

    （所在地） 
 
 
           （社名または法人名） 
 
 
           （代表者職・ 氏名） 

                                      （押印省略） 

 

  （本件事務担当者所属・氏名・連絡先） 

     所  属： 

     氏  名： 

     電話番号： 

 

 

※ 複数学校（機構本部を含む）との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □ 



 

「誓約書」作成上の注意点 
 
  国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）が執行する経費は、社会規範、法令、機構規

則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。 
  誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。 
 

記 

 １.法令等の遵守 
  １）取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして

下さい。 
  ２）取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。なお、納品等の

際、本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をし
て下さい。 

  ３）次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。 
       預け金 (本機構教職員等からの預け金の依頼の承諾) 
       取引事実と異なる書類の提出 
  ４）発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています（教員発注

等は認めておりません）。 
    なお、1 件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていません

ので、ご留意願います。 
 

 ２. 取引先選定の公平性 

    本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様
が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。 

 

 ３. パートナーシップ 

    本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対
応じないようにして下さい。また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。 

 

４. 誓約書の提出時期及び有効期間 

誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで（原則として契約締結前までとし、
契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに）にご提出ください。 

    誓約書の有効期間は、令和５・６・７・８年度（令和５年４月１日～令和９年３月３１
日）といたします。令和９年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書（有効
期間に当該取引年度を含むもの）をご提出いただきます。 

 

 ５. 誓約書提出の除外 

誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者
様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。 

・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人 
・外国企業等（外国で契約するとき） 
・電気・ガス・水道・郵便事業者等 
・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種 
・商取引の相手方ではない個人 

 
 ６．その他 

  １）代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありませ
ん。なお、本機構内で複数の学校と取引がある場合は、その旨を提出先の担当者にお伝え願
います。 

  ２）既に本社から本校（本部）に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約
書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出の省略を希望する場合は、その旨を
申し出て下さい。 

    ３）日付けについては、「実際の作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側のご事情に
応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。 

  ４）誓約書記入時点において、本校（本部）との不適切な取引が疑われる事案がある（もしく
は過去にあった）場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。  

 ５)記載内容に変更が生じた場合は、その都度再提出願います。 



 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則  

 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号  

 制定 平成１６年４月１日 

一部改正 平成２０年１２月２４日 

一部改正 平成２９年３月３１日 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第１６条） 

第２章 予算（第１７条－第１９条） 

第３章 出納取引（第２０条－第３０条）  

第４章 資産管理（第３１条） 

第５章 契約（第３２条－第４２条） 

第６章 決算（第４３条－第４４条） 

第７章 内部監査及び責任（第４５条－第４６条）  

附則 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の財務

及び会計に関する基準を定め，業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに，財政状態

及び運営状況を明らかにすることを目的とする。  

 

（適用） 

第２条 機構の財務及び会計に関しては，独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号。以下「通則法」という。），独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成１５年法律

第１１３号。以下「法」という。），独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令（平

成１５年文部科学省令第５８号。以下「省令」という。），その他独立行政法人の財務及

び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか，この規則の定めるところに

よる。 

 

（年度所属区分） 

第３条 機構の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  

２ 機構の資産，負債及び資本の増減並びに収益及び費用は，その原因となる事実の発生

した日の属する年度により所属する年度を区分することとする。ただし，その日を決定

することが困難な場合は，その原因となる事実を確認した日の属する年度によるものと

する。 



 

 

 

（会計単位） 

第４条 機構においては，独立行政法人国立高等専門学校機構本部（以下「本部」という。）  

及び各国立高等専門学校（以下「各学校」という。）を会計単位とする。  

２ 本部は，本部及び各学校の会計並びに機構全体の会計を行い，各学校はそれぞれの会

計を行うものとする。 

 

（会計事務の総括） 

第５条 理事長は，機構の会計事務を総括するものとする。  

 

（権限の委任） 

第６条 前条に定める理事長の権限の一部を，各学校の校長に委任することができるもの

とする。 

 

（勘定科目） 

第７条 機構の会計においては，別に定める勘定科目に従って整理するものとする。  

 

（会計機関〉 

第８条 本部及び各学校は，次の各号に掲げる会計機関を設置するものとする。  

一 契約担当役 

二 出納命令役 

三 出納役 

四 資金前渡役 

２ 前項に規定する会計機関のほか，事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることがで

きる。 

３ 前二項に定める会計機関は，理事長が任免する。  

４ 理事長は，会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは，会計機関の職務を他

の役員又は職員に代理させることができる。  

５ この規則のうち，第１項各号に掲げる会計機関について規定した条項は，第２項及び

第４項に規定する会計機関について準用する。 

６ 第１項，第２項及び第４項に規定する会計機関及び代理については，別に定める。  

 

（会計機関の代理） 

第９条 前条第４項の規定により会計機関の事務を代理する必要がある場合は，次の各号

の一に掲げるとおりとする。 

一 会計機関の事務を担当する者が事故等により欠けた場合  

二 会計機関の事務を担当する者が出張，休暇，欠勤その他特別な理由により長期間そ

の職務を行うことができないと認められる場合 

三 会計機関の事務を担当する者が休職又は停職を命ぜられた場合  

２ 会計機関の事務を代理する者は，当該会計機関の事務を実施したときは，事後にその



 

 

事務内容を当該事務を担当する者に報告しなければならない。  

 

（会計機関の職務） 

第１０条 契約担当役は，契約その他収入及び支出の原因となる行為を担当する。  

２ 出納命令役は，収入又は支出の調査決定，債務者に対する納入の請求，現金，預金，

貯金及びその他有価証券の管理，出納役に対する現金，預金，貯金及び有価証券の出納

命令並びに帳簿その他別に定める証拠書類の保存に関する事務を担当する。  

３ 出納役は，出納命令役の命令に基づく現金，預金，貯金及び有価証券の出納，資産の

保管に関する事務を担当する。 

４ 理事長は，前項に規定する出納役の職務について必要と認めるときは出納員を，その

責任を明らかにして命ずることができる。  

５ 資金前渡役は，前渡資金の範囲内（外国で支払う経費、その他理事長が認めた経費）

における契約及び前渡資金の支出金の支払に関する事務を担当する。  

 

（会計機関の補助者） 

第１１条 理事長は，第８条に規定する会計機関（出納役を除く）の職務について必要と

認めるときは，別に定めるところにより，その責任を明らかにして補助者を命ずること

ができる。 

 

（会計機関の兼務禁止） 

第１２条 会計機関のうち，出納命令役と出納役又は資金前渡役は兼務することができな

い。 

 

（帳簿） 

第１３条 本部及び各学校は，総勘定元帳及び別に定める補助簿を備え，所要の事項を整

然かつ明瞭に記録し，これを保存するものとする。  

２ 帳簿の記録及び保存については，電子媒体によることができる。  

 

（帳簿の管理） 

第１４条 出納命令役は，総勘定元帳及び補助簿における関係勘定科目の現在残高を常に

一致させ，帳簿の管理に万全を期さなければならない。  

 

（伝票） 

第１５条 機構の資産，負債及び資本の増減並びに収益及び費用の発生に関する取引につ

いては，伝票を作成し，これにより記録及び整理するものとする。  

２ 伝票に関する証拠書類は，原則として，発行された伝票に添付して整理・保存するも

のとする。 

 

（記録の保存期間） 

第１６条 帳簿及び伝票の様式並びに保存期間については，別に定めるものとする。  



 

 

 

 

第２章 予算 

 

（予算実施計画の作成） 

第１７条 理事長は，毎事業年度開始前に通則法第３１条第１項に定める年度計画に基づ

いて，予算実施計画を作成し，これに基づいて収入及び支出を管理しなければならない。  

２ 理事長は，機構の効率的，効果的な運営に常に配慮するものとする。  

 

（予算実施計画の通知） 

第１８条 理事長は，前条で作成した予算実施計画に基づく予算額を契約担当役及び出納

命令役に通知するものとする。 

 

（予算の執行） 

第１９条 機構は，年度計画に基づいて，効率的，効果的かつ適正な予算の執行を図るも

のとする。 

２ 契約担当役は，予算差引を把握するものとする。  

３ 第８条第２項の規定に基づき，分任会計機関を設けたとき契約担当役は，その事務の

遂行に必要と認める予算を分任契約担当役に分配するものとする。  

４ 予算に関する諸手続は，別に定める。  

 

 

第３章 出納取引 

 

（取引金融機関） 

第２０条 取引金融機関は，理事長が指定するものとする。 

２ 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は，出納命令役名義により行うも

のとする。 

 

（収入） 

第２１条 出納命令役は，収入金を収納しようとするときは，収入の内容を調査決定する

とともに，債務者に対して納付すべき金額，期限及び場所を明らかにし，納入の請求を

しなければならない。ただし，業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは，収入金

の収納後においてその内容を調査決定することができる。  

２ 出納命令役は，前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは，出納役

に対して収納命令を発しなければならない。  

３ 出納役は，前項の規定による収納命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし，

業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは，収納命令前に収納することができる。  

 

（収納） 



 

 

第２２条 出納役は，現金，金融機関における口座振替又は口座振込のほか，次の各号に

掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。  

一 小切手（理事長が別に指定するものに限る。）   

二 郵便為替証書 

三 郵便為替の支払証書 

２ 出納役は，収入金を収納したときは，領収証書を納入者に交付するものとする。この

場合，出納役は遅延なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。  

 

（収入金の預入れ） 

第２３条 出納役は，収入金を収納したときは，原則として支払いに充てることなく，取

引金融機関に預け入れなければならない。  

 

（督促） 

第２４条 出納命令役は，別に定める納入期限までに払込みをしない債務者に対し，その

払込みを督促し，収入の確保を図らなければならない。  

 

（不良債権の処理） 

第２５条 出納命令役は，次の各号の一に該当する債権があるときは，理事長の承認を得

てこれを不良債権として，貸倒損失の整理をすることができる。  

一 債務履行期限を経過し，かつ，債務者の住所又は居所が不明であるとき。  

二 債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。  

三 強制執行後なお回収不能の残額があるとき。四その他債権の取立てが著しく困難で

あるとき。 

 

（支出） 

第２６条 出納命令役は，支出金の支払いをするときは，支出の内容を調査決定するとと

もに，出納役に対して支払いの命令を発しなければならない。  

２ 出納役は，前項の規定による支払い命令に基づき，支出金を支払うものとする。  

 

（支払い） 

第２７条 出納役は，取引金融機関における口座振替，口座振込又は小切手の振出により

支出金を支払うものとする。ただし，業務上特に必要があるときは，現金をもつて支払

うことができるものとする。 

２ 出納役は，支出金の支払いを行ったときは，その支払いを証明する領収証書又はその

他の証拠書類を徴しなければならない。ただし，取引金融機関における口座振込の場合

は，振込依頼金融機関の振込通知書をもってこれに代えることができるものとする。  

 

（資金の前渡等） 

第２７条の２ 業務上，必要がある場合は，別に定めるところにより，役員又は教職員に

対し，資金を前渡しすることができるものとする。 



 

 

 

（前払い） 

第２８条 出納命令役は，次の各号に掲げる経費について，前払いさせることができる。 

一 外国から購入する物品の代価（購入契約に係る物品を当該契約の相手方が，外国か

ら直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。）   

二 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料  

三 土地，建物その他の財産の賃借料及び保険料  

四 運賃 

五 官公署，特殊法人，公益法人，独立行政法人及び国立大学法人等に支払う経費  

六 研究又は調査の受託者に支払う経費  

七 研修又は講習を実施する者に支払う経費  

八 諸謝金 

九 電話，電気，ガス及び水道の引込工事費及び料金  

十 負担金 

十一 工事請負代金及び物品製造の代金  

２ 前項に掲げる経費のほか，理事長が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた

場合には，前払いをすることができるものとする。  

 

（仮払い） 

第２９条 出納命令役は，次の各号に掲げる経費について，仮払いさせることができる。 

一 旅費 

二 官公署，特殊法人，公益法人，独立行政法人及び国立大学法人等に支払う経費  

三 委託費 

四 負担金 

五 前渡資金 

２ 前項に掲げる経費のほか，理事長が経費の性質上又は業務運営上必要があると認めた

場合には，仮払いをすることができるものとする。  

 

（資金運用） 

第３０条 理事長は，余裕金の運用をするときは，通則法第４７条に規定するところによ

り，業務の執行に支障のない範囲内で余裕金を効率的に運用することができるものとす

る。 

２ 出納命令役は，有価証券の取得，売却等については，出納役の管理のもと，理事長の

承認を得なければならないものとする。 

３ 有価証券の保管にあたっては，原則として，取引金融機関への保護預かりとしなけれ

ばならないものとする。 

 

 

第４章 資産管理 

 



 

 

（固定資産の管理） 

第３１条 固定資産は，有形固定資産，無形固定資産，その他の資産とする。  

一 有形固定資産は，建物，構築物，機械装置，船舶，車両運搬具，工具器具備品で取

得価格が５０万円以上かつ耐用年数が１年以上のもの，土地，建設仮勘定及びその他

これらに準ずるものとする。 

二 無形固定資産は，特許権，借地権，その他これらに準ずるものとする。  

三 その他の資産は，敷金，保証金その他これらに準ずるものとする。  

２ 固定資産の管理，その他必要な事項については，別に定めるものとする。また，有形

固定資産として計上しなかった財産のうち，固定資産に準じて取扱うべきものについて

も同様とする。 

３ 固定資産は，その増減及び異動を帳簿によって物件別に管理するものとする。 

 

 

第５章 契約 

 

（一般競争契約） 

第３２条 契約担当役及び資金前渡役（以下「契約担当役等」という。）は，売買，賃借，

請負，その他の契約を締結する場合は，原則として公告して申込みをさせることにより

競争に付さなければならない。 

２ 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他競争につい

ての必要な事項は，別に定めるものとする。  

 

（指名競争契約） 

第３３条 契約担当役等は，契約が次の各号に該当する場合は，前条の規定にかかわらず，

指名競争に付することができるものとする。  

一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないと

き。 

二 一般競争に付することが不利と認められるとき。 

２ 業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては，前条の規定にかかわら

ず指名競争に付すことができるものとする。  

３ 指名競争について必要な事項は，別に定めるものとする。  

 

（随意契約） 

第３４条 契約担当役等は，契約が次の各号に該当する場合は，前二条の規定にかかわら

ず，随意契約によることができるものとする。 

一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。  

二 緊急を要する場合で，競争に付することができないとき。  

三 競争に付することが，不利と認められるとき。  

四 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。 

２ 業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては，前二条の規定にかかわ



 

 

らず随意契約によることができるものとする。 

３ 随意契約について必要な事項は，別に定めるものとする。  

 

（入札の原則） 

第３５条 第３２条及び第３３条の規定による競争は，別に定める入札の方法をもつて行

わなければならないものとする。 

 

（予定価格） 

第３６条 契約担当役等は，契約を締結しようとするときは，あらかじめ契約に係る予定

価格を作成しなければならない。ただし，契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予

定価格の作成を要しないと認められるものについては，予定価格の作成を省略すること

ができる。 

 

（落札の方式） 

第３７条 契約担当役等は，競争に付する場合においては，契約の目的に応じ，予定価格

の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とする。

ただし，支払の原因となる契約のうち別に定める場合は，予定価格の制限の範囲内の価

格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の

相手方とすることができるものとする。  

２ その性質又は目的から前項の規定により難い契約については，価格及びその他の条件

が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とすることがで

きるものとする。 

 

（契約書の作成） 

第３８条 契約担当役等は，競争により落札者を決定したとき，又は随意契約の相手方を

決定したときは，契約の目的，契約金額，履行期限及び契約保証金に関する事項その他

履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし，別に定

める場合においては，これを省略することができるものとする。  

 

（契約保証金及び入札保証金）  

第３９条 契約保証金及び入札保証金については，別に定めるものとする。  

 

（監督） 

第４０条 契約担当役等は，工事又は製造その他の請負契約を締結したときは，自ら又は

補助者に命じて，契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。  

２ 理事長は，特に必要があるときは，前項の監督を契約担当役等以外の教職員に行わせ

ることができるものとする。 

 

（検査） 

第４１条 契約担当役等は，前条の請負契約又は物件の買入その他の契約について，自ら



 

 

又は補助者に命じて，その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければ

ならない。 

２ 理事長は，特に必要があるときは，前項の検査を契約担当役等以外の教職員に行わせ

ることができるものとする。 

３ 前二項の検査を行った者は，別に定める場合を除き，検査調書を作成しなければなら

ない。 

４ 前項の検査調書を作成すべき場合においては，当該検査調書に基づかなければ，支払

いをすることができないものとする。  

 

（監督及び検査の委託） 

第４２条 理事長は，特に必要があるときは，第４０条の監督及び第４１条の検査を第三

者に委託して行わせることができるものとする。  

 

 

第６章決算 

 

（月次決算） 

第４３条 出納命令役は，毎月末日において総勘定元帳を締め切り，月次の財政状況を明

らかにするため，合計残高試算表を作成し，翌月１５日までに理事長に提出しなければ

ならない。 

 

（年度末決算） 

第４４条 年度末決算に際しては，当該年度末における資産・負債の残高並びに当該期間

における損益に関し真正な数値を把握するための各帳簿の締め切りを行い，資産の評価，

債権・債務の整理，その他決算整理を的確に行って，所定の手続きに従って決算数値を

確定しなければならない。 

２ 理事長は，前項の整理を行った後，翌事業年度５月末日までに次の各号に掲げる書類

を作成しなければならない。 

一 貸借対照表 

二 損益計算書 

三 キャッシユ・フロー計算書 

四 利益の処分又は損失の処理に関する書類  

五 行政サービス実施コスト計算書 

六 附属明細書 

３ 前項各号の書類の様式は，別に定めるものとする。  

 

 

第７章 内部監査及び責任 

 

（内部監査） 



 

 

第４５条 理事長は，予算の執行及び会計処理の適正を期するため，必要と認めるときは，

特に命令した教職員に内部監査を行わせるものとする。  

２ 内部監査について必要な事項は，別に定めるものとする。  

 

（会計機関の義務及び責任） 

第４６条 会計機関は，機構の財務及び会計に関し，適用又は準用される法令並びにこの

規則に準拠し，かつ，予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって，その職

務を行わなければならない。 

２ 会計機関は，故意又は重大な過失により前項の規定に違反して，機構に損害を与えた

場合は，その損害を弁償する責を負わなければならない。  

 

 

附 則（平成１６年４月１日制定）  

 

（施行期日） 

 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。  

 

附 則（平成２０年１２月２４日一部改正）  

 

（施行期日） 

 この規則は，平成２１年１月１日から施行する。  

 

附 則（平成２９年３月３１日一部改正） 

 

（施行期日） 

 この規則は，平成２９年３月３１日から施行し、平成２８年１０月１日から適用する。  

 



独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則 

 
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第４１号  

制  定 平成１６年 ４月 １日  
一部改正 平成１８年 ２月２８日  
一部改正 平成１９年１２月２７日  
一部改正 平成２０年１２月２４日  
一部改正 平成２１年１２月２８日  
一部改正 平成２３年１０月２８日  
一部改正 平成２９年 ３月３１日  
一部改正 令和 ２年 ３月１６日  
一部改正 令和 ３年 ３月２６日  
一部改正 令和 ４年 ３月１１日  

 
 

第１章 総則  
 
（目的）  
第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（以下「会計規則」と

いう。）に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）が締結

する売買，貸借，工事若しくは製造の請負その他の契約に関する基本的事項を定め，も

って，契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。  
 
（適用範囲）  
第２条 機構における契約事務の取扱いについては，別に定めがある場合を除き，この規

則の定めるところによる。  
２ 機構における契約の一般的約定事項については，文部科学省発注工事請負等契約規則

（平成１３年文部科学省訓令第２２号）に規定する工事請負契約基準，製造請負契約基

準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし，製造請負契約基準第２１第２項及び物品供

給契約基準第６第２項は除く。  
 
（会計機関に関する規定の準用）  
第３条 この規則において，会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する

者について準用する。  
 

第２章 競争参加者  
 
（一般競争に参加させることができない者）  
第４条 契約担当役及び資金前渡役（以下「契約担当役等」という。）は，会計規則第３２

条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競



争に参加させることができない。  
 
（一般競争に参加させないことができる者）  
第５条 契約担当役等は，一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは，その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させな

いことができる。その者を代理人，支配人その他の使用人として使用する者についても

同様とする。  
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者  
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し，若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者  
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  
六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の履行に当たり，

代理人，支配人その他の使用人として使用した者  
２ 契約担当役等は，前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に

参加させないことができる。  
 
（一般競争参加者の資格及び等級の格付け）  
第６条 契約担当役等は，一般競争に加わろうとする者の資格について，物品の製造・販

売等の競争参加に係るものについては，「競争参加者の資格に関する公示」により各省各

庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を，建設工事及び設計・コンサルティ

ング業務の競争参加に係るものについては，文部科学省における「競争参加者の資格に

関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を，それぞれ機構における一般競争

参加者の資格を有する者として認めるものとする。  
２ 契約担当役等は，一般競争に付そうとする場合において，競争の性質又は目的により，

当該競争を適正かつ合理的に行うために必要があると認めるときは，前項の資格を有す

る者につき，さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め，その資格を有する者に

より当該競争を行わせることができる。  
３ 第１項の一般競争参加者の資格（契約の種類，競争に参加できる予定価格の範囲等に

よる等級の格付け）により，一般競争を実施する場合において，その等級の資格を有す

る者の競争参加が僅少であるとき等は，当該資格の等級の１級上位若しくは２級上位又

は１級下位若しくは２級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加える

ことができるものとする。  
４ 指名競争の競争参加者の資格については，前３項を準用するものとする。  
 
（指名基準）  
第７条 契約担当役等は，前条の競争参加者の資格を有する者のうちから，競争に参加さ

せる者を指名しようとするときは，指名基準（平成１３年１月６日文部科学大臣決定）



に準じ，次の各号に定める基準によるものとする。  
一 契約の種類により，その適正な履行を図るため，資材の搬入，物件の納入場所等を

考慮する必要があるとき。  
二 特殊な工事，製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。  
三 特殊な技術，機械等を必要とする工事等を実施するとき。  
四 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。  
五 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。  
 
 
第３章 指名競争契約及び随意契約の適用基準  

 
（会計規則第３３条第１項第二号の規定に基づく指名競争契約の基準）  
第８条 会計規則第３３条第１項第二号に規定する場合は，次の一に該当する場合とする。 

一 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。  
二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであっ

て検査が著しく困難であるとき。  
三 契約上の義務違反があった場合に機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあると

き。  
四 工事の請負であって，一般競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をして

も落札者がないときで，かつ，予定価格が６，０００万円を超えないとき。  
 

第９条 削除  
 
（会計規則第３４条第１項第一号の規定に基づく随意契約の基準）  
第１０条 会計規則第３４条第１項第一号に規定する場合は，次の一に該当する場合とす

る。  
一 機構の行為を秘密にする必要があるとき。  
二 運送又は保管をさせるとき。  
三 独立行政法人国立高等専門学校機構業務方法書（平成１６年文部科学大臣認可）第

１０条及び第１１条の規定により業務を委託するとき。  
四 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。  
五 外国で契約するとき。  
六 官公署，特殊法人，独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。  
七 公共用，公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業

者に売り払い，貸し付け又は信託するとき。  
八 その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。  
 

（会計規則第３４条第１項第二号の規定に基づく随意契約の基準）  
第１１条 会計規則第３４条第１項第二号に規定する場合は，次の一に該当する場合とす  
る。  



一 機構に発生した予見しがたい不都合を解消するために必要な措置を行うとき。  
二 その他契約担当役が緊急の必要があると認めたとき。  

（会計規則第３４条第１項第三号の規定に基づく随意契約の基準）  
第１２条 会計規則第３４条第１項第三号に規定する場合は，次の一に該当する場合とす  
る。  

一 現に契約履行中の工事，製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の

契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。  
二 随意契約によるときは時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができ

る見込みがあるとき。  
三 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他

の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。  
四 急速に契約をしなければ，契約をする機会を失い，又は著しく不利な価格をもって

契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。  
五 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが

困難又は不利であるとき。  
 

（会計規則第３４条第１項第四号の規定に基づく随意契約の基準）  
第１３条 会計規則第３４条第１項第四号に規定する基準額は，次のとおりとする。  

一 工事又は製造の請負契約で予定価格が２５０万円を超えないとき。  
二 財産の買入契約で予定価格が１６０万円を超えないとき。  
三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が８０万円を超えないとき。  
四 財産の売払契約で予定価格が５０万円を超えないとき。  
五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が３０万円を超えないとき。  
六 工事又は製造の請負，財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が１００万

円を超えないとき。  
 

（入札者がないとき等の随意契約）  
第１４条 契約担当役等は，競争に付しても入札者がないとき，又は再度の入札をしても

落札者がないときは，随意契約によることができる。  
２ 契約担当役等は，落札者が契約を結ばないときは，その落札金額の制限内で随意契約

によることができる。  
３ 前２項の場合においては，契約保証金及び履行期限を除くほか，最初競争に付すると

きに定めた条件を変更することができない。  
４ 第２項及び第３項の場合においては，予定価格又は落札金額を分割して計算すること

ができる場合に限り，当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができ

る。  
 
 

第４章 契約審査委員会  
 



（契約審査委員会）  
第１５条 理事長及び校長（以下「理事長等」という。）は，別に定めるところにより契約

審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置くものとする。  
２ 契約担当役は，必要があるときは，会計規則第３７条第１項ただし書の適用の適否に

ついて審査委員会に意見を求めることができる。  
３ 審査委員会は，前項の意見を求められたときは，速やかに意見を取りまとめて契約担

当役に通知するものとする。  
 
 

第５章 予定価格及び見積書  
 
（予定価格の作成及び決定方法）  
第１６条 契約担当役等は，競争入札に付する事項に関し，会計規則第３６条による予定

価格を作成するときは，当該事項に関する仕様書，設計書等によりその価格を定めなけ

ればならない。  
２ 前項の予定価格は，これを記載した書面を封書にし，開札の際これを開札場所に置か

なければならない。  
３ 予定価格は，競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし，

一定期間継続して行う製造，修理，加工，売買，供給，使用等の契約の場合においては，

単価について定めることができる。  
４ 予定価格は，契約の目的となる物件又は役務について，取引の実例価格，需給の状況，

履行の難易，数量の多寡，履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。  
 
（随意契約による予定価格等）  
第１７条 契約担当役等は，随意契約をしようとするときは，あらかじめ前条（第２項を

除く。）に準じて，予定価格を定めなければならない。ただし，次に掲げる随意契約につ

いては，書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。 
一 法令に基づいて取引価格（料金）が定められていることその他特定の取引価格（料

金）によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。 
二 予定価格が 1００万円を超えないと見込まれる随意契約で，契約担当役等が書面に

よる予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められる

とき。  
 

（見積書の徴取）  
第１８条 契約担当役等は，随意契約によろうとするときは，なるべく二人以上の者から

見積書を徴取しなければならない。  
 
 

第６章 競争入札の手続  
 



（入札の公告等）  
第１９条 契約担当役等は，入札の方法により一般競争に付そうとするときは，その入札

日の前日から起算して少なくとも１０日前に掲示，ホームページその他の方法により公

告しなければならない。ただし，急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合

等に再度入札の公告を行う場合は，その期間を５日まで短縮することができる。  
２ 前項の規定による公告は，次に掲げる事項について行うものとする。  

一 一般競争入札に付する事項  
二 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項  
三 契約条項を示す場所  
四 一般競争入札を執行する場所及び日時  
五 入札保証金に関する事項  
六 その他必要な事項  

３ 契約担当役等は，第７条の基準に基づき指名した者に対し，前項第一号及び第三号か

ら第五号に掲げる事項を第１項に準じて通知するものとする。  
 
（入札保証金）  
第２０条 契約担当役等は，会計規則第３２条及び第３３条の規定による競争に付そうと

する場合には，競争に参加しようとする者に現金又は確実と認められる有価証券をもっ

て，その者の見積る契約金額の１００分の５以上の保証金を納めさせなければならない。 
２ 前項の規定により納付された入札保証金のうち，落札者の納付に係るものは，その者

が契約を結ばないときは，機構に帰属するものとする。  
 
（入札保証金の免除）  
第２１条 契約担当役等は，次に掲げる場合においては，前条に規定する入札保証金の全

部又は一部を免除することができる。  
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証

保険契約を結んでいるとき。  
二 第６条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認め

られるとき。  
 

（入札保証金の処理）  
第２２条 入札保証金は，落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただ

し，落札者の納付に係るものは，契約締結後に返還するものとする。  
２ 落札者の納付に係る入札保証金は，前項の規定にかかわらず，その者の申し出により

これを契約保証金に充てることができる。  
３ 落札者の納付に係る入札保証金は，その者が契約を結ばないときは機構に帰属させる

ものとし，契約担当役等は，その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておか

なければならない。  
 
（入札保証金に代わる担保）  



第２３条 入札保証金の納付に代えることができる担保は，次のとおりとする。  
一 国債  
二 地方債  
三 政府保証債  
四 小切手（理事長が指定するものに限る。）  
五 郵便為替証書  
六 郵便振替の支払証書  
七 その他契約担当役等が確実と認める債権  
 

（入札の執行）  
第２４条 契約担当役等は，競争入札を執行しようとする場合は，次に掲げる事項を記載

した入札書（以下「入札書」という。）を提出させなければならない。  
一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名  
二 入札金額  
三 競争加入者本人の住所，氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）  
四 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その名

称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名  
２ 契約担当役等は，代理人が入札するときは，あらかじめ，競争加入者本人から代理委

任状を提出させなければならない。  
３ 契約担当役等は，競争加入者に入札書を提出させるときは，当該入札書を封書に入れ

密封させ，かつ，その封皮に氏名（法人の場合は，その名称又は商号）を明記させ，当

該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。  
 
（入札の延期又は廃止等）  
第２５条 契約担当役等は，競争加入者が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合で，

競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは，当該競争加入者

を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し，若しくはこれを廃止することができる。 
 
（入札場の自由入退場の禁止）  
第２６条 契約担当役等は，競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか，入札

場に入場させてはならない。  
２ 契約担当役等は，特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか，競争加入者

でいったん入場した者の退場を許してはならない。  
 
（開札）  
第２７条 契約担当役等は，公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に，競争加入

者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において，競争加入者が立ち会

わないときは，入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。  
 
（入札の無効等）  



第２８条 契約担当役等は，第１９条に規定する公告において，当該公告に示した競争に

参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は，

無効とする旨を明らかにしなければならない。  
２ 契約担当役等は，前項に該当することにより無効とした入札については，開札に際し

て理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。 
３ 入札の総額をもって落札者を定めるときは，その内訳に誤りがあっても入札の効力を

妨げない。また，入札の単価をもって落札者を定める場合において，その総額に誤りが

あったときも同様とする。  
 
（再度入札）  
第２９条 契約担当役等は，開札をした場合において，各人の入札のうち予定価格の制限

に達した価格の入札がないときは，直ちに再度の入札をすることができる。  
２ 前項の規定により再度の入札を行う場合は，予定価格その他の条件を変更してはなら

ない。  
 
（再度公告入札の公告期間）  
第３０条 契約担当役等は，入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばな

い場合において，さらに入札に付そうとするときは，第１９条の公告期間を５日までに

短縮することができる。  
 
（落札者の決定方法）  
第３１条 契約担当役等は，落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは，

直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。  
２ 契約担当役等は，前項の同価格の入札をした者のうち，出席しない者又はくじを引か

ない者があるときは，入札事務に関係ない職員に，これに代わってくじを引かせなけれ

ばならない。  
 
（最低価格の入札者を落札者としないことができる契約）  
第３２条 会計規則第３７条第１項ただし書に規定する機構の支出の原因となる契約は，

予定価格が１ ,０００万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。  
２ 前項に規定する契約について，契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっ

ては，その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら

れる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認められる場合の基準は，次の各号の一に該当する場合

とし，その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。  
一 工事の請負契約については，競争入札ごとに予定価格の１０分の７．５から１０分

の９．２までの範囲内で予定価格算出の基礎となった直接工事費，共通仮設費，現場

管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の

合計額を下廻る入札価格であった場合  
二 製造請負契約については，予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を



下廻る入札価格であった場合  
三 その他の請負契約については，予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人

件費を下廻る入札価格であった場合  
四 工事又は製造その他の請負契約で特別なものについては，前３号の規定にかかわら

ず，競争入札ごとに工事の請負契約の場合においては１０分の７．５から１０分の９．

２までの範囲内で，製造その他の請負契約の場合においては２分の１から１０分の８

までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下

廻る入札価格であった場合  
３ 契約担当役等は，前項に該当することとなったときは，直ちに入札価格について調査

しなければならない。  
４ 前項の調査結果については，審査委員会に提出し意見を求めることができる。  
５ 契約担当役等は，第３項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果，最低価格の入札

者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には，予定価格の範囲内において，

次順位者を落札者とするものとする。  
 
（総合評価落札方式）  
第３２条の２ 契約担当役等は，次に掲げる場合においては，会計規則第３７条第 2 項に

定めるところにより，総合評価落札方式とすることができる。  
一 国の機関による調達における総合評価落札方式について財務大臣と協議を整えた  

各省各庁の定めの適用範囲に該当する調達案件であるとき 

二 最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件であるとき  
 
 

第７章 契約の締結  
 
（契約書の作成）  
第３３条 契約担当役等は，競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは，契約の相

手方として決定した日から原則として７日以内に契約書を作成しなければならない。  
２ 契約担当役等は，随意契約により契約の相手方を決定したときは，直ちに契約書を作

成しなければならない。  
 
（契約書の記載事項）  
第３４条 会計規則第３８条のその他必要な事項は，次のとおりとする。ただし，契約の

性質又は目的により該当のない事項は，除くものとする。  
一 契約の履行場所  
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法  
三 監督及び検査  
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金，違約金等  
五 危険負担  
六 契約不適合責任  



七 契約に関する紛争の解決方法  
八 その他必要な事項  
 

（契約書の省略）  
第３５条 会計規則第３８条ただし書の規定により，契約書の作成を省略することができ

る場合は，次のとおりとする。  
一 第６条第１項の資格を有する者による一般競争契約，指名競争契約又は随意契約で，

契約金額が１５０万円（外国で契約するときは２００万円）を超えない契約をする場

合  
二 せり売りに付する場合  
三 物品の売払いで，買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合  
四 第一号に規定する以外の随意契約で，契約担当役が必要ないと認める場合  
 

（請書等の徴取）  
第３６条 契約担当役等は，前条により契約書の作成を省略する場合においても，物品の

単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等，契約の相手方に継続的，反復的給付を

求める契約については，契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面

を徴するものとする。  
 
（契約保証金）  
第３７条 契約担当役等は，契約の相手方に，現金又は確実と認められる有価証券をもっ

て契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさせなければならない。  
２ 前項の規定により納付された契約保証金は，これを納付した者がその契約上の義務を

履行しないときは，機構に帰属するものとする。ただし，損害の賠償又は違約金につい

て契約で別段の定めをしたときは，その定めるところによるものとする。なお，契約担

当役等は，その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。 
３ 契約保証金は，契約履行後に還付するものとする。  
 
（契約保証金の免除）  
第３８条 契約担当役等は，前条に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することが

できるときは，次の一に該当する場合とする。  
一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４

号）第２条第４項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。  
二 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んで

いるとき。  
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社，銀行，農林中央金庫その他理事長等が認

める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。  
四 第６条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合に

おいてその必要がないと認められるとき。  
 



（契約保証金の納付）  
第３９条 契約保証金は，競争により契約の相手方を決定したときは，契約の相手方が決

定した日から原則として７日以内に納めさせるものとし，契約上の義務を履行した後に

返還するものとする。ただし，随意契約により契約の相手方を決定したときは，直ちに

納めさせるものとする。  
 
（契約保証金に代わる担保）  
第４０条 第３７条に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は，第２３条

の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。  
 
（契約にかかる期間）  
第４０条の２ 契約担当役等は，継続して行う財産の借入その他契約について，経済性を

総合的に考慮した上で安定的な履行の確保，コストなどを勘案し，複数年での契約を行

うことができる。  
 
 

第８章 監督及び検査  
 
（監督の方法）  
第４１条 会計規則第４０条に規定する監督は，契約担当役等が，自ら又は補助者に命じ

て，立会い，指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。  
２ 監督職員は，契約担当役等と緊密に連絡するとともに，契約担当役又は理事長等の要

求に基づき，若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。  
 
（検査の方法）  
第４２条 会計規則第４１条に規定する検査は，契約書，仕様書，設計書その他関係書類

に基づいて行わなければならない。  
 
（契約担当役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合）  
第４３条 会計規則第４０条第２項及び第４１条第２項並びに第４２条に規定する場合

は，特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。  
２ 理事長等は，前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは，契

約担当役等にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名，氏名又は機

構以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。  
 
（検査の一部省略）  
第４４条 検査職員は，契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につ

き破損，変質，性能の低下その他事故が生じたときは，取替補修その他必要な措置を講

ずる旨の特約があり，当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で，単

価が２０万円に満たないものについては，数量以外のものの検査を省略することができ



る。  
 
（検査調書の作成）  
第４５条 契約担当役又は理事長等から検査を命ぜられた補助者及び契約担当役等から

検査を委託された者は，検査を完了した場合においては，２００万円以下の契約を除く

ほか検査調書を作成しなければならない。  
 
（監督の職務と検査の職務の兼職禁止）  
第４６条 契約担当役から命じられて監督を行う者は，次の場合を除き検査を行う者と兼

ねることができない。  
一 特別な業務のため，監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である

場合  
二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合  
三 その他理事長等が必要と認めた場合  
 
 
第９章 契約の変更等  

 
（契約の履行遅滞）  
第４７条 契約担当役等は，契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行

期限内に契約を履行しなかった場合において，機構の事業運営上著しく支障を来たさな

いと認められるときは，期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することが

できる。この場合において，契約担当役等は，契約の相手方から損害金等を徴収しなけ

ればならない。  
 

（不完全履行）  
第４８条 契約担当役等は，一応の履行がなされたが，その内容が契約の目的に適さない

場合は，次の各号に基づき処理するものとする。  
一 追完が不可能な場合は，損害賠償を請求し契約を解除する。  
二 追完が可能な場合は，前条に準じ期間を定めて，完全な給付又は不完全な部分の補

修を請求する（この請求に基づき追完した場合で，当該履行期限より遅れたときは，

損害金等を徴収しなければならない。）   
三 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは，損害賠償を請求

し契約を解除する。  
 

（債務不履行の挙証責任）  
第４９条 契約の不履行については，契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない

限り，契約の相手方に責任を負わせるものとする。（契約の相手方自身だけでなく履行の

補助者についても同様とする。）   
 



（契約変更等の制限）  
第５０条 契約担当役等は，契約が競争契約の場合には，原則として，当初入札時の契約

条件の変更（軽微な事項を除く。）及び契約内容の追加をすることができない。  
 
（契約金額の変更）  
第５１条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は，

契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし，

次の各号の一に該当する場合は，原則として，契約金額を変更しないものとする。  
一 納期の変更をする場合（変更に伴う増額が軽微なものに限る。）  
二 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行

する旨の申し出があった場合  
 

（値引受領）  
第５２条 契約担当役等は，契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場

合であっても使用上支障がないと認めた場合は，契約金額を適正に値引きして目的物を

引き取ることができる。  
 
 

第１０章 代価の収納，支払等  
（代価の収納）  
第５３条 契約担当役等は，物件を貸し付け，使用させ，譲渡し又は交換する場合に徴収

すべき代価がある場合は，その代価を前納させなければならない。ただし，官公署，特

殊法人，公益法人，独立行政法人及び国立大学法人等に貸し付け等をする場合は，その

代価を後納又は分納させることができる。  
 
（代価の支払）  
第５４条 契約担当役等は，原則として，契約の相手方から適正な支払請求書を受理した

日から６０日以内に支払うことを約定しなければならない。  
 
 

第１１章 雑則  
 
（雑則）  
第５５条 この規則に定めるもののほか必要な事項については，別に定める。  
 
 
 
   附 則（平成１６年４月１日 制定）  
 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。  
 



   附 則（平成１８年２月２８日 一部改正）  
 この規則は，平成１８年３月１日から施行し，この規則の施行後に締結された契約であ

って，かつ，平成１８年４月１日以後に履行されるものから適用する。  
 
   附 則（平成１９年１２月２７日 一部改正）  
 この規則は，平成２０年１月１日から施行する。  
 
   附 則（平成２０年１２月２４日 一部改正）  
 この規則は，平成２１年１月１日から施行する。  
 
   附 則（平成２１年１２月２８日 一部改正）  
 この規則は，平成２２年１月１日から施行する。  
 
   附 則（平成２３年１０月２８日 一部改正）  
 この規則は，平成２３年１１月１日から施行する。  
 
   附 則（平成２９年３月３１日 一部改正）  

この規則は，平成２９年３月３１日から施行し，平成２８年１０月１日から適用する。  
 
   附 則（令和２年３月１６日 一部改正）  
 この規則は，令和２年４月１日から施行する。  
 

附 則（令和３年３月２６日 一部改正）  
 この規則は，令和３年３月２６日から施行する。  
 

附 則（令和４年３月１１日 一部改正） 

この規則は，令和４年３月１１日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 



独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領 

 

理事長裁定 

制  定 平成１９年１１月１３日 

一部改正 平成２４年 １月３１日 

一部改正 令和 ４年 ３月１１日 

 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）における建設工事（設計・コン

サルティング業務を含む。以下同じ。）を除く物品の購入及び製造，役務その他の契約（以下「購入

等契約」という。）に関し，取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては，

この要領の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要領において「取引停止」とは，一般競争契約における競争参加の停止，指名競争契約

における指名停止及び随意契約おける業者選定の停止をいう。 

２ この要領において，別表各号における「他の公共機関」とは，国，国立大学法人，独立行政法人

及び地方公共団体等をいう。 

３ この要領において「他の公共機関の職員」とは，国の機関又は地方公共団体の職員その他法令に

より公務に従事する議員，委員その他の職員をいう。特別法上公務員とみなされる場合を含む。 

 

（取引停止の措置） 

第３条 機構本部及び各国立高等専門学校の契約担当役（以下「契約担当役」という。）は，建設工事

を除く一般競争参加資格者名簿に登載された者その他の者（以下「業者」という。）が，別表に掲げ

る措置要件の１に該当する場合は，情状に応じて別表各号及びこの要領に定めるところにより期間

を定め，購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。 

（取引停止の期間の特例等） 

第４条 業者が１の事案により別表各号の措置要件の２以上に該当したときは，当該措置要件ごとに

規定する短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。 

２ 業者が次の各号の１に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は，それぞれ別

表各号に定める短期の２倍の期間とする。 

一  別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後１年を経過するまでの間（取引停止の期間

中を含む。）に，それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。 

二  第１号から第３号まで又は第４号から第 11 号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後３

年を経過するまでの間に，それぞれ同表第１号から第３号まで又は第４号から第 11号までの措置

要件に該当することとなったとき（前号に掲げる場合を除く。）。 

３ 契約担当役は，業者について情状酌量すべき特別の事由があるため，別表各号及び前２項の規定

による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは，取引停止の期間を当該短期の

２分の１まで短縮することができるものとする。 

４ 契約担当役は，業者について，極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせた

ため，別表各号及び第１項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは，

取引停止の期間を当該長期の２倍まで延長することができるものとする。 

５ 契約担当役は，取引停止の期間中の業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事

由が明らかになったときは，別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更す

ることができるものとする。 

６ 契約担当役は，取引停止の期間中の業者が，当該事案について責を負わないことが明らかになっ

たと認めたときは，当該業者について取引停止を解除するものとする。 

７ 契約担当役は，取引停止期間中の業者であっても，次の各号のいずれかに該当する場合には，当

該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。 

一 特許等特別な技術を必要とする購入等契約で，取引停止期間中の業者しか取引の相手方がいな

い場合。 



二 緊急の購入等契約で，取引停止の期間中の業者以外では，購入等契約の目的を達成することが

できない場合。 

三 現に履行中の購入等契約に直接関連する購入等契約で，取引停止の期間中の業者以外の業者と

取引することが著しく不利と認められる場合。 

 

（独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例） 

第５条 契約担当役は，第３条の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行

う際に，業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）違反等の不正行為により次の各号の１に該当することとなった場合には，

取引停止の期間を当該期間の２倍まで延長することができるものとする。 

一 談合情報を得た場合，又は機構の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で，業者が

当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず，当該事案について別表第４号，

第５号又は第８号から第 10 号までに該当したとき。 

二 別表第４号から第 11号までに該当する業者（その役員又は使用人を含む。）について，独占禁

止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又

は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において，当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しく

は談合の首謀者であることが明らかになったとき（前号の規定に該当することとなった場合は除

く。）。 

三 別表第４号から第７号までに該当する業者について，独占禁止法第７条の２第７項の規定の適

用があったとき（前２号の規定に該当することとなった場合は除く。）。 

四 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関

する法律（平成１４年法律第１０１号）第３条第４項に基づく各省各庁の長等による調査の結

果，入札談合等関与行為があり，又はあったことが明らかになったときで，当該関与行為に関

し，別表第４号から第７号までに該当する業者に悪質な事由があるとき（第１号から第３号まで

の規定に該当することとなった場合は除く。）。 

五 機構の職員又は他の公共機関の職員が，競売入札妨害（刑法（明治４０年法律第４５号）第９

６条の３第１項に規定する罪をいう。以下同じ。）又は談合（刑法第９６条の３第２項に規定する

罪をいう。以下同じ。）の容疑により逮捕され，又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで，当

該職員の容疑に関し，別表第８号から第 11号までに該当する業者に悪質な事由があるとき（第１

号又は第２号の規定に該当することとなった場合は除く。）。 

（指名等の取消し） 

第６条 契約担当役は，取引停止された業者について，競争入札の指名を行い，又は見積書の提出を

依頼している場合は，当該指名等を取消すものとする。 

（下請等の禁止） 

第７条 契約担当役は，取引停止の期間中の業者が当該契約担当役の契約に係る製造等の全部又は一

部を下請し，又は受託することを認めないものとする。ただし，当該業者が取引停止の期間の開始

前に下請し，又は受託している場合は，この限りでないものとする。 

（取引停止の通知等） 

第８条 契約担当役は，第３条の規定により取引停止を行い，第４条第５項の規定により取引停止の

期間を変更し，又は第４条第６項の規定により取引停止を解除したときは，機構本部契約担当役を

通じて当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。 

２ 契約担当役は，前項の措置を講じた場合は，直ちに機構本部契約担当役に事実関係の概要，措置

の内容及びその理由その他必要事項を報告するものとする。 

３ 機構本部契約担当役は，前項の規定により取引停止の報告を受けた場合は，各国立高等専門学校

契約担当役に対し当該内容を通知するものとする。 

４ 機構本部契約担当役は，前項の規定に基づく場合のほか，購入等契約に関し，第３条の規定によ

り取引停止を行い，第４条第５項の規定により取引停止の期間を変更し，又は第４条第６項の規定

により取引停止を解除する必要があると判断したときは，直ちに各国立高等専門学校契約担当役に

事実関係の概要，措置の内容及びその理由その他必要事項を通知するものとする。 

５ 前２項の通知を受けた契約担当役は，第３条の規定により取引停止等の措置を講じた場合は，当

該措置の内容について速やかに機構本部契約担当役に報告するものとする。 



（取引停止に至らない事由に関する措置） 

第９条 契約担当役は，取引停止を行わない場合において，必要があるときは，当該業者に対し，書

面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。 

 

 

附 則（平成１９年１１月１３日 制定） 

 この取扱要領は，平成１９年１１月１３日から施行する。 

 

   附 則（平成２４年１月３１日 一部改正） 

 この取扱要領は，平成２４年１月３１日から施行する。 

 

   附 則（令和４年３月１１日 一部改正） 

この取扱要領は，令和４年３月１１日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

措置基準（第３条，第４条及び第５条関係） 

措 置 要 件 期  間 

（贈賄）   

１ 当該機構本部又は各国立高等専門学校（以下「国立高等専門学校 

 等」という。）の職員に対して行った贈賄の容疑により，次のイ， 

 ロ又はハに掲げる者が逮捕され，又は逮捕を経ないで公訴を提起さ 

 れたとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員（代 

  表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代 

  表役員等」という。） 

４月以上１２月以内 

 ロ  業者の役員又はその支店若しくは営業所（常時，契約を締結す 

  る事業所をいう。）を代表する者でイに掲げる者以外のもの（以  

  下「一般役員等」という。） 

３月以上９月以内 

 ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外のもの（以下「使用人」とい 

  う。） 

２月以上６月以内 

    

２ 他の国立高等専門学校等の職員に対して行った贈賄の容疑によ

り，次のイ，ロ又はハに掲げる者が逮捕され，又は逮捕を経ないで

公訴を提起されたときで，かつ契約の相手方として不適当であると

認められるとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

イ 代表役員等 ４月以上 12 月以内 

ロ 一般役員等 ２月以上６月以内 

ハ 使用人 １月以上３月以内 
   

３ 他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により，次のイ， 

 ロ又はハに掲げる者が逮捕され，又は逮捕を経ないで公訴を提起さ 

 れたときで，かつ契約の相手方として不適当であると認められると 

 き。 

逮捕又は公訴を知った日から 

イ 代表役員等 ３月以上９月以内 

ロ 一般役員等 １月以上６月以内 

ハ 使用人 １月以上３月以内 

    

（独占禁止法違反行為）   

４ 当該国立高等専門学校等の購入等契約に関し，独占禁止法第３条 

 又は第８条第１号に違反し，契約の相手方として不適当であると認 

 められるとき。 

当該認定をした日から 

３月以上１２月以内 

    

５ 他の国立高等専門学校等の購入等契約に関し，独占禁止法第３条 

 又は第８条第１号に違反し，契約の相手方として不適当であると認 

 められるとき。 

当該認定をした日から 

２月以上９月以内 

    

６ 他の公共機関の購入等契約に関し，代表役員等又は一般役員等

が，独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し，刑事告発を受け

たとき。 

刑事告発を知った日から 

１月以上９月以内 

    

７ 業務に関し独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し，当該認 

 定をした日から契約の相手方として不適当であると認められるとき 

 （第４号及び第５号に掲げる場合を除く。）。 

当該認定をした日から 

２月以上９月以内 

    

（競売入札妨害又は談合）   



８ 当該国立高等専門学校等の購入等契約に関し，代表役員等が競売 

 入札妨害又は談合の容疑により逮捕され，又は逮捕を経ないで公訴 

 を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

４月以上１２月以内 

    

９ 当該国立高等専門学校等の購入等契約に関し，一般役員等又は使 

 用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され，又は逮捕を受 

 けないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

３月以上１２月以内 

    

10 他の国立高等専門学校等の購入等契約に関し，一般役員等又は使

用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され，又は逮捕を経

ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

２月以上１２月以内 

    

11 他の公共機関の購入等契約に関し，次のイ，ロ又はハに掲げる者 

 が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され，又は逮捕を経ない 

 で公訴を提起されたときで，かつ契約の相手方として不適当である 

 と認められるとき。 

逮捕又は公訴を知った日から 

イ 代表役員等 ３月以上 12 月以内 

ロ 一般役員等 １月以上 12 月以内 

ハ 使用人 １月以上 12 月以内 

    

（不正又は不誠実な行為）   

12 前各号に掲げる場合のほか，業務に関し不正又は不誠実な行為を 

 し，契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から 

１月以上９月以内 

    

13 前各号に掲げる場合のほか，代表役員等が禁固以上の刑に当たる 

 犯罪の容疑により公訴を提起され，又は禁固以上の刑若しくは刑法 

 の規定による罰金刑を宣告されたときで，かつ契約の相手方として 

 不適当であると認められるとき 

当該認定をした日から 

１月以上９月以内 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

別紙：取引停止  

文   書   番  号 

                                   年  月  日 

 

機構本部契約担当役 殿  
  
  

○○高等専門学校契約担当役  

                      事務部長             

 

 

取引停止事由発生通知書  
  

 このたび，下記のとおり，取引停止の措置を講じましたので通知します。  
  

記  
  

１ 事実関係の概要  

（事実関係について，発生日時，場所等の概要を記入する。）  
  

２ 措置の相手方   ※商号又は名称，住所等を記入する。  

住 所：   東京都八王子市○○町１番地 

業者名：   株式会社 ○山システム 

代表者名： 代表取締役 ○山 ○男  

 

３ 措置の内容    ※取引停止の始期，終期及び期間を記入する。  

自       ○○年１０月 １日  

至       ○○年１０月３１日（１月）  
  

４ 措置の根拠  

独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領第３条  
  

５ その他      ※必要に応じ，新聞記事等の参考資料を添付する。  

な  し  
 



 

別紙：取引停止期間変更  

 文   書   番  号 

                                   年  月  日 

  

機構本部契約担当役 殿  
   

○○高等専門学校契約担当役  

                       事務部長                       
 

 

取引停止期間変更通知書  
  

 このたび，下記のとおり，取引停止の期間を変更しましたので通知します。  
  

記  
  

１ 期間変更理由  
（期間を減ずる情状酌量すべき特別の事由又は極めて重大な結果を生じさせたため期間を 

延長する場合の事実関係について，発生日時，場所等の概要を記入する。）  
  

２ 措置の相手方   ※商号又は名称，住所等を記入する。  

住  所：   東京都八王子市○○町１番地 

業者名：   株式会社  ○山システム 

代表者名： 代表取締役 ○山 ○男  

  

３ 措置の内容    ※変更前及び変更後の措置期間を記入する。  

変更前：    ○○年１０月 １日～        ○○年１０月３１日（１月） 

変更後：       ○○年１０月 １日～        ○○年１１月３０日（２月）  

  

４ 措置の根拠 

独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領第４条 

第５項  
  

５ その他      ※必要に応じ，新聞記事等の参考資料を添付する。  

な  し  



 

別紙：取引停止解除 

文   書   番  号 

                                   年  月  日 

  

機構本部契約担当役 殿  
   

○○高等専門学校契約担当役  

                       事務部長                
   

  

取引停止解除通知書  
  

 このたび，下記のとおり，取引停止を解除しましたので通知します。  
  

記  
  

１ 取引停止解除理由  
（取引停止に係る事案の責を負わないことが明らかになった場合において，その事実関係

等の概要を記入する。）  
  

２ 措置の相手方   ※商号又は名称，住所等を記入する。  

住 所：   東京都八王子市○○町１番地 

業者名：   株式会社 ○山システム 

代表者名： 代表取締役 ○山 ○男  

  

３ 措置の内容    ※当初の措置期間及び取引停止解除の日を記入する。  

取引停止期間  ：    ○○年１０月 １日～   ○○年１０月３１日（１月） 

取引停止解除日：    ○○年１０月２０日  

  

４ 措置の根拠 

独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領第４条 

第６項  
  

５ その他      ※必要に応じ，新聞記事等の参考資料を添付する。  

な  し



 

 


